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関係機関と協働して、ホームレスの状況把握や指導を実施しています。

＊京浜河川事務所で管理する多摩川・鶴見川・相模川には、多摩川を中心に多くのホームレ スが起居(寝起きす
ること）しています。さまざまな事情で河川敷に起居することとなった方々ですが、 河川管理上､以下のような問題
があり、河川法に違反する行為となっています。
・台風や大雨で河川の水位が上昇したときに生命の危険がある。
・台風や大雨時に起居する小屋等が出水で流され、下流の堤防、橋等に悪影響を及ぼす可能性がある。
・ゴミ等の散乱により、周辺の環境が悪化する。  など



皆様からのご報告 
お待ちしています！ 

RCM 事務局より
８月号の「事務局より」で、今年は台風の発生が多いことを書かせていただきました。その後、台風 21 号の接近により、9月 5日に予定していた

RCM 多摩川下流分科会を延期いたしました。関東地方には接近しなかったこともあり大きな被害がありませんでしたが、台風が接近・通過した四国や

近畿地方では、猛烈な風が吹き、猛烈な雨が降ったほか、これまでの観測記録を更新する記録的な高潮となったところがあり、関西国際空港が大きな

被害を受けました。気象情報により早めに判断をすることの重要性を再認識しました。 RCM 事務局 松本

一部内容を省略させていただいています。 
ご了承ください。 

※頂いた情報は個別に対応・所内情報共有させていただいています。 

浅川分科会 齋藤様 
浅川の各処に昨秋の台風による倒木や根元の土砂が削り
とられた樹木があり、台風１２号接近後の増水でどうなったか
現状の確認を行ないました。 
西日本豪雨で「中州の樹木 氾濫の一因か」新聞報道され
ていますが、浅川も水際や中州などに樹木が茂り、大水にな
ると倒木・流失をくり返しています。すみやかな倒木の処理、
水際の除去が必要と思います。見解をおきかせください。 

【ご連絡ありがとうございました。倒木の処理は、倒木が洪水
等により下流に流され、下流の地域の被害を大きくすること
がありますので、できるだけ速やかに撤去することを考えて
います。 水際の河道内樹木は、生態系上は好ましいもので
すが、治水上は好ましいものではなく、流下阻害や護岸・堤
防への影響程度などを評価し、関係する団体等と調整しなが
ら伐採し除去しています。倒木の処理と樹木伐採は予算に限
りがあり全てを一度に行うことは出来ません。このため護岸
の補修など他の修繕との緊急性も検討しながら優先順位の
高いものから進めている状況です。 
 参考までに、樹木伐採は、伐採→運搬用加工→運搬→焼
却処分と行い、大きい木になると 1 本あたりの処理費が約 90
万円も掛かかることがあります。 
そこで、京浜河川事務所（多摩川上流出張所管内）では薪
にして無償で配布を行い、焼却処分費の縮減にも取り組んで
います。さらには、伐採費用も縮減出来るように、伐採から処
分までの樹木伐採を継続的に行ってくれる河川協力団体とな
る企業・団体の募集をして、コスト縮減を図る取組を実施して
いるところです。】 

浅川分科会 林様 
水辺の楽校主催「ガサガサ探検隊」を市役所・漁協等楽校
加盟の多くの団体参加で行いました。児童 150 名、保護者
100 名、団体参加者で盛大に行いました。 
浅川大橋上下流で、楽校加盟の市民会議・清流の会等の
メンバーで水生生物調査を行いました。変わった魚種として、
ナマズ、ムギツク、オヤニラミ等が見られました。 

【ご報告ありがとうございました。定期的な活動が継続されて
いますね。】 

相模川分科会 中谷様 
相模川右岸馬入橋水門上流側にて、不法に投棄されたゴ
ミが散乱しておりＲＣＭメンバー等でゴミ拾いを実施致しまし
た。 
この付近では、夏場 BBQ をやった後のゴミの不法投棄が
頻発しており、河川の美観に悪影響を及ぼしております。 
また８月２４日には、平塚市の花火大会の開催される予定
で、河川敷には多くの観覧者の来場が予想されます。不法
投棄ゴミの周りに、更にゴミが投棄されるような悪循環を生ま
ない為にも、ゴミ拾いを実施しました。毎年夏場になると、こ
の付近ではゴミの不法投棄が行われるので、巡回と監視の
強化をお願い致します。 

【ゴミ拾いの実施ありがとうございました。河川巡視による確
認・指導に加え、占用者と共に対応してまいります。】 

国土交通省と独立行政法人水資源機構の管理するダムでは、ダムのこ
とをより知っていただこうと、平成 19 年より「ダムカード」を作成し、ダムを訪
問した方に配布しています。カードは、国土交通省と水資源機構の管理す
るダムのほか、一部の都道府県や発電事業者の管理するダムで作成し、
ダムの管理事務所やその周辺施設で配布しています。 
京浜河川事務所ではダムの管理は直接行っていませんが、鶴見川多目
的遊水地のことをより理解していただくためにダムカードに準じた遊水地
カードを作成し、鶴見川流域センターに来館された方に配布しています。 
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